
（別記）                 

令和５年度郡山市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

郡山市は、福島県の中央に位置し、東北地方で仙台、いわきに次いで第３位の人口規模

の、東北の拠点都市である。 

 今なお、東日本大震災や原子力災害が市民生活に影響を及ぼしている中、原発事故に伴

う風評に対しては、安全確保のための取組等についての情報発信が行われてきたが、依然

として風評が払しょくされたとは言えない状況にある。 

 当該地域は、耕地の約 80％にあたる 9,800ha 程度の水田で、自然条件の異なるそれぞ

れの地域で特性を生かしながら、水稲を中心とする大豆、飼料作物、そば、野菜、果樹、

花き等の水田農業に取り組んでいるが、広域にわたる管内は各地域によって社会的、経済

的、自然条件の違いから、大きく丘陵地帯の東部、平坦地の中部、準高冷地の西部に分け

られる。 

 

（１）東部地区 

  東部地区は、阿武隈川東岸沿いから阿武隈山系に広がる標高 200ｍから 480ｍの起伏の

多い丘陵地帯で、水田、畑地、山林、原野が入り組み、耕地が分散して経営規模が小さ

く、また水利条件も極めて悪く地区内の小河川を主水源としている。 

平均経営耕地面積は、1ha 程度となっており、生産の効率化を図るため、昭和 54 年国

営郡山東部地区総合農地開発事業が着工され、平成 13 年度に完了し、その後、平成 15

年度に着工された郡山区域農用地総合整備事業も、平成 21 年度に完了し、優良農地と農

業用水が確保されたことから、開発地へ野菜、果樹、花木等の導入を図るとともに、市

街地近郊地域は地場消費の生鮮野菜供給産地として、施設園芸農家を育成し集約的農業

を進める必要がある。 

 

（２）中部地区 

  中部地区は、標高 250ｍ程度の平坦な郡山市中央の都市近郊地域で、安積疏水の恩恵

により水利条件に恵まれた地域で、平均経営耕地面積は、1.8ha 程度となっている。 

水田のほ場整備は、昭和 43 年頃から県営・団体営等の事業により全体面積の約 70％

が整備されている。 

営農類型は水稲単一経営や、水稲と施設野菜、果樹、畜産等との複合経営が展開され

ており、担い手農家によるライスセンターなどの地域集団も設立されているが、地区に

よっては、出入り作が多いため、耕作地が点在していることから地区外農家と連携しな

がら農地の集約化による効率的な生産が必要である。 

 

（３）西部地区 

  西部地区は、集落と農地を形成する平坦部においても標高 500ｍ以上の準高冷地にあ

り、気候は冷涼で降雪量も多く平均経営面積は、2.4ha 程度となっている。 

水田のほ場整備は、昭和 44 年度の農業構造改善事業の浜路地区のほ場整備と農地造成

を皮切りに、積極的に県営・団体営の事業を導入して、現在までに約 72％の面積が整備

されている。 

営農類型は、高冷地のため、水稲とそば、高冷地野菜、畜産、菌茸等との複合経営と

なっているが、高齢化が進み担い手不足となっていることから、担い手の育成と、冬季

における農産物の加工等、周年での作業体系整備を進める必要がある。 



（４）農村機能と地域資源の維持 

  農村では、人口減少や高齢化の進行等により集落機能が低下し、農村コミュニティが

失われつつある。特に過疎化が激しい中山間地域では、農地や里山の荒廃が懸念されて

いる。また、イノシシやクマなど野生動物の個体数増加と分布拡大により農林水産業へ

の被害が拡大しており、電気柵の導入は進んでいるが、多くの地区では総合的な対策が

できず、被害が増加していることから、効率的・効果的な被害防除対策の推進が必要な

状況にある。 

 

（５）産地交付金の活用 

  これまで、ＷＣＳ用稲、飼料用米、飼料作物、地域振興作物に対しての取組支援は、

産地交付金を活用することで、作付面積の急激な減少や耕作放棄地の急激な拡大は抑え

られてきたものの、栽培技術に応じた単収の向上、コスト削減に向けた技術支援や需要

のある作物への作付転換など、収益力の向上に向け、更なる取組への支援が必要となっ

ている。 

  また、土地利用型作物のそば、大豆に対しての取組支援も、産地交付金を活用するこ

とで、農地集積が進み、作付面積は維持拡大しているものの、大規模経営による水稲移

植期間の長期化に伴い大豆の播種作業期間が制限されることから、条件が不良なほ場が

多く、収穫量や品質の低下がみられ、適期播種及び完全なブロックローテーションを実

施することが困難な状況にある。 

  このようなことから、産地の維持と発展のためには、水田農業の収益力向上に向け、

郡山市農業再生協議会（以下「本協議会」という。）の構成員である関係機関の連携に

よる省力化技術や生産性向上等の栽培技術の普及、情報の提供等、持続的な取組支援が

重要となっている。 

 

２ 高収益作物の導入や転作作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 

（１）適地適作の推進 

  水稲については、適地適品種の作付けにより安定した作柄及び品質の向上を推進し、

地域の実情に応じて、水稲と野菜、果樹、畜産等との複合経営を進め、生産性の高い農

業の確立を図る。 

   

（２）収益性・付加価値の向上 

  地域振興作物に加え、地域の特色を生かした品目の産地化とともに、本市園芸振興セ

ンターにおける実証結果を活用した栽培技術の支援を通じて、計画的な園芸作物栽培の

施設化の取組を推進し、周年生産体制の確立による経営の安定を図る。 

 

（３）新たな市場・需要の開拓 

  本市農産物の販路を拡大するため、本協議会の構成員である福島さくら農業協同組合

との連携により、コメ新市場開拓等促進支援事業を活用した輸出用米の取組拡大、農業

所得の向上及び販売力の強化を図る。また、本市は県内最大級の消費地であり、直売所

等への品揃えの充実強化が重要であることから、切れ目なく出荷、販売できるよう園芸

作物では多品目栽培の取組支援を推進する。 

 

（４）生産・流通コストの低減 

  転換作物の生産性の向上には、地域の担い手への農地利用集積・集約化及び作業受委

託を含めた農業生産の効率化の推進が重要であることから、本協議会の構成員である関

係機関と連携し、農業技術の普及や情報等の提供、補助事業制度の周知を推進する。 



３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 

（１）農地の在り方  

  本市は、耕地の約８０％の９，８００ha が水田であり、その大部分は、粘土含有量が

多く、排水性が悪い灰色低地土である。 

排水性が悪い水田を畑地化することは非常に困難であり、また、大豆やそばで畑地化

支援を活用し畑地化した場合、支援が終了する５年後以降、経営的に栽培を維持するこ

とが困難になる懸念がある。 

しかし、米の需要が毎年減少する中で、水田を畑地化することは、食糧安全保障の観

点、また、農地を維持するためにも必要であるので、畑地化促進事業を活用し、担い手

農家の高収益作物の栽培推進を図る。 

 

（２）作物・管理方法等の選択 

本市の基幹作物である水稲においては、生産の組織化・大規模化による低コスト化を

図り、経営の効率化を一層進めるとともに、多様化する需要者のニーズに対応した安定

した作柄と品質の向上を推進する。また、地域の条件に応じて水稲、野菜、花き、果

樹、畜産等との組み合わせによる複合経営を推進し、生産性の高い農業の確立を図る。

特に園芸作物については、本市園芸振興センターにおける有望な品目・品種、新技術の

展示栽培を行うとともに、各種講習会の開催や栽培相談の対応、情報誌の配布等によ

り、農業技術の普及・向上を図る。 

 

（３）ブロックローテーションの体系の構築 

「地域計画」の話し合いの場や経営の改善を図ろうとする意欲的な農業者、生産組織

等の相談に対応する「郡山市農業経営改善支援センター」の事業活動を通じて、農地利用

集積・集約化、作業受委託等による１ha 以上の団地化を推進し、水稲、大豆等の計画的

なブロックローテーションの検討を支援する。 

  

（４）水田の利用状況の点検方針・点検結果を踏まえた対応方針            

現在の本市で使用している水田営農システムでは、水稲を組み入れない作付け体系が

定着しているほ場情報を把握するためには、手作業で１筆毎に年毎の情報を洗い出して

整理することが必要であり、非常に手間と時間のかかる作業となる。 

令和４年度については、急遽、肥料高騰に対する緊急対策事業等を行うこととなり、水

田台帳筆情報の洗い出し作業までには至らなかった。 

令和５年度以降、水稲を組み入れない作付け体系が定着しているほ場情報を把握する 

 ため、水田台帳の筆情報の洗い出し作業を進め、その結果をもとに利用状況等の分類、

点検工程作成に係る基礎資料等の整備を検討する。 

その後、これらの基礎資料をもとに、幹事会等において、点検作業の方針や作業方法

等の協議を進め、総会の承認を経た後に、本協議会構成員による点検作業等を検討する

ものとする。 

地域におけるブロックローテーション体系の構築への道筋については、地域や集落の

実情、地元の合意形成を踏まえた上で、「地域計画」や「郡山市農業経営改善支援セン

ター」における事業活動の中で支援及び推進方法等を検討する。 

 

 

 

 



４ 作物ごとの取組方針等  

  

（１）主食用米 

郡山産米については、知名度向上を図るため、関係機関から構成される郡山市米消費

拡大推進協議会において、平成１０年度にネーミング募集を行い、本市産の「コシヒカ

リ」と「ひとめぼれ」の一等米を郡山産米「あさか舞」と決定し、ＰＲしながら売れる米

づくりに取り組んできた。 

  今後は、更なるブランド力の向上と郡山産米のレベルアップを図るため、あさか舞の

フラッグシップとなる最高級ブランド米「ASAKAMAI887」の販売を 2018 年度にスタート

し、生産・ブランディングを推進するとともに、野菜、果樹、花き、畜産等との複合経

営による安定した農業経営の確立を支援する。 

   

（２）備蓄米 

備蓄米については、平成 30 年度からの産地交付金の廃止や集荷業者による落札結果 

等により、作付面積の維持・拡大が困難な状況ではあるが、可能な範囲での作付けの集 

約化による生産の効率化を目指す。 

 

（３）非主食用米 

   

  ア 飼料用米 

   飼料用米については、水田活用の直接支払交付金を活用しながら、畜産農家への 

直接販売や配合飼料メーカーの販売先確保など、流通体制の整備を図るとともに多収 

品種の導入やコスト低減・生産ほ場の団地化等、生産性向上の取組や飼料用米のわら 

利用による耕畜連携を推進する。 

 

  イ 米粉用米 

   米粉用米については、新規販売先の開拓を進めるとともに、水田活用の直接支払 

  交付金を活用し、可能な範囲での作付けを推進する。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

   輸出用を含めた新市場開拓用米については、生産者・集荷業者と連携し、コメ新市 

場開拓等推進事業を活用しながら、主食用米から新市場開拓用米への転換とともに生 

産拡大を積極的に支援する。 

また、一般的に輸出用米は生産者手取り価格が低く、実需者の意向に基づく取引 

となることから、10a 当たり収入の安定確保を目指し、産地交付金を有効に活用して 

低コスト生産等の取組を支援する。 

 

  エ WCS 用稲 

   ＷＣＳ用稲は畜産農家の自給飼料確保の面、水田活用の両面から有効であり、産地

交付金を活用し、直播機や専用コンバインによる機械化体系を確立し、団地化による 

生産拡大を図るとともに、現在ＷＣＳを利用している需要者に加え、市内の畜産農家  

への需要拡大を推進し、耕畜連携の強化により粗飼料の自給率向上を目指す。 

 

  オ 加工用米 

   加工用米については、ＪＡ等出荷が主体であるが、地元の酒造メーカーからの需要 

もあることから、産地交付金を活用し、作付けの団地化・集約化等による生産の効 

率化を図り、所得確保を目指す。 



（４）麦、大豆、飼料作物 

  麦については、作付面積が小さいことや品質格差が大きいなどの課題の解決に向けた

作付けを推進する。 

  大豆については、市内加工業者等のニーズに対応した品種を選定し、中部地区や西部

地区においては産地交付金を活用し、生産集団における機械化体系による高品質大豆の

生産及び団地化等による生産性向上の取組を支援する。 

  飼料作物については、産地交付金を活用し、農地の高度利用を図るための二毛作や畜

産堆肥の有効利用を図るための耕畜連携の取組を推進し、質の高い自給飼料の生産を振

興するとともに遊休農地を活用しながら作付けの拡大、機械の共同利用や組織化による

コスト削減を図り、自給飼料の生産基盤の確立を推進する。 

 

（５）そば、なたね 

そばについては、西部地区において機械作業請負組織による栽培体系が定着している

ことから、今後も産地交付金を活用し、排水対策、団地化、収量・品質向上等の生産性

向上の取組を支援する。 

  なたねについては、遊休農地対策において、油糧作物として取り組まれていること 

から、産地交付金を活用し、生産拡大、品質及び収量の向上を図る。 

 

（６）地力増進作物 

作物生産においては、近年、機械化一貫体系による大規模化や専作化、農家の高齢 

 化によりほ場に堆肥を入れる機会が減り、化学肥料や農薬に偏重した施肥の結果、連 

 作障害や病害虫の多発、収量の低下などの問題が顕在化している。 

このため、低コストの緑肥作物の導入により、土壌の団粒構造や透水性・保水性など 

 の物理性の改良、保肥力などの化学性の改良、土壌病害等の抑制などの生物性の改良を 

推進するとともに、後作物の作付けが円滑に移行できるよう、産地交付金を活用し地力 

増進作物の作付けを推進する。 

 

（７）高収益作物 

ア  野菜 

首都圏への野菜の供給産地としての有利性を生かし、都市近郊・地場消費野菜産 

地として安定的な供給と消費者ニーズに対応した高品質で付加価値の高い農産物生 

産を推進し、産地交付金の活用により施設化を進め、安全で高品質な生産に取組、産 

地拡大を目指す。 

 

イ 果樹 

   都市近郊・地場消費果樹産地として安定的な供給と消費者ニーズに対応した生産 

供給を行うとともに、水稲との複合経営による経営の安定を図る。 

 

  ウ 花き、花木 

    首都圏への花き、花木の供給産地としての有利性を生かし、都市近郊・地場消費 

産地として安定的な供給と消費者ニーズに対応した生産供給を推進するとともに、 

水稲との複合経営による経営の安定を図る。 

 

エ その他の高収益作物 

   直売所等を活用した少量多品目栽培による農業経営の重要な品目として、生産を 

推進するとともにさつまいも等を利用した農産加工品の販売による所得の向上を図 

る。 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

6,188 0 6,050 0 6,050 0

651 0 638 0 638 0

1,076 0 1,075 0 1,075 0

1.5 0 2.6 0 2.6 0

5.8 0 8.0 0 8.0 0

34 0 36 0 36 0

8.6 0 9.6 0 9.6 0

0 0 0 0 0 0

110 0 110 0 110 0

36 2.0 36 4.5 36 4.5

・子実用とうもろこし 0 0 0 0 0 0

105 1.4 165 13 165 13

0.8 0 1.0 0 1.0 0

0.2 0 1.0 0 1.0 0

224 0 224 0 224 0

・きゅうり、トマト 35 0 35 0 35 0

・振興作物Ａ 83 0 83 0 83 0

・振興作物Ｂ 80 0 80 0 80 0

・果樹 26 0 26 0 26 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 60 0 60 0

麦

作物等
前年度作付面積等

当年度の
作付予定面積等

令和５年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

ＷＣＳ用稲 ＷＣＳ用稲 ＷＣＳ用稲の取組面積 （令和４年度）33.8ha （令和５年度）36ha

（基幹作物） 助成 ＷＣＳ用稲の平均単収 （令和４年度）1.80t/10a （令和５年度）1.86t/10a

大豆 大規模加算助成
大規模加算助成
(大豆)取組面積

（令和４年度）57.0ha （令和５年度）62ha

（基幹作物） （大豆） 大豆の平均単収 （令和４年度）96kg/10a （令和５年度）115kg/10a

そば そばの取組面積 （令和４年度）100.0a （令和５年度）152ha

（基幹作物） そばの平均単収 （令和４年度）65kg/10a （令和５年度）38kg/10a

キュウリ、トマト(ミニトマ
ト、加工用トマトを含む)

キュウリの作付面積 （令和４年度）12.0ha （令和５年度）15.55ha

（基幹作物） トマトの作付面積 （令和４年度）14.2ha （令和５年度）15.9ha

飼料用米
(一般品種・多収品種)

飼料用米の取組面積 （令和４年度）1,071.4ha （令和５年度）1,075ha

（基幹作物） 10a当たり生産費 （令和４年度）114,498円/10a （令和５年度）114,765円/10a

飼料作物(イタリアンライグ
ラス、グリーンミレット)

飼料作物助成
飼料作物(二毛作)の

取組面積
（令和４年度）2.0ha （令和５年度）4.02ha

（二毛作） （二毛作）
主食用米と飼料作物の

合計に対する飼料作物の
二毛作の割合

（令和４年度）0.032% （令和５年度）0.059%

そば そば助成
そば(二毛作)の

取組面積
（令和４年度）1.4ha （令和５年度）12.43ha

（二毛作） （二毛作）
そば(基幹作物)に対する

二毛作の取組割合
（令和４年度）1.4% （令和５年度）11.47%

飼料用米の
生産ほ場の稲わら

わら利用
わら利用(耕畜連携)の

取組面積
（令和４年度）197.4ha （令和５年度）229ha

（基幹作物） （耕畜連携）
わら利用畜産農家の

割合
（令和４年度）8.8% （令和５年度）5.5%

粗飼料作物等 水田放牧

(基幹作物) （耕畜連携）

ＷＣＳ用稲 資源循環
WCS用稲による資源
循環の取組面積

（令和４年度）10.1ha （令和５年度）22.7ha

（基幹作物） （耕畜連携）
WCS用稲資源循環利用

畜産農家の割合
（令和４年度）4.9% （令和５年度）6.2%

粗飼料作物等 資源循環
粗飼料作物による資源

循環の取組面積
（令和４年度）9.7ha （令和５年度）11.90ha

（基幹作物） （耕畜連携）
粗飼料作物資源循環
利用畜産農家の割合

（令和４年度）4.4% （令和５年度）5.7%

振興作物助成 Ａグループの作付面積 （令和４年度）15.5ha （令和５年度）21.25ha

（Ａ）（Ｂ） Ｂグループの作付面積 （令和４年度）15.0ha （令和５年度）19.25ha

新市場開拓用米
新市場開拓用米の

取組面積
（令和４年度）5.8ha （令和５年度）8ha

（基幹作物） 10ａ当たり生産費 （令和４年度）113,077円/10a （令和５年度）109,795円/10a

地力増進作物

（基幹作物）

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

野菜(キュウリ、トマトを除
く)、花き・花木、果樹、そ

の他の高収益作物
（基幹作物）

整理
番号

対象作物 使途名 目標

6

そば助成

野菜産地助成

飼料用米助成

7

8

9

10

13

12

11

1

2

3

4

5

新市場開拓用米
助成

地力増進作物
助成

地力増進作物の
作付面積

（令和４年度）0.4ha （令和５年度）1.3ha

（令和４年度） 0.2ha （令和５年度）1ha

水田放牧(耕畜連携)の
取組面積



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：福島県

協議会名：郡山市農業再生協議会

1 WCS用稲助成 1 1,540 ＷＣＳ用稲（基幹作物） 肥料・農薬の低減、疎植栽培等

2 大規模加算助成(大豆) 1 10,620 大豆（基幹作物） ３ha以上の大豆を作付けし、そのうち１ha以上の団地化　等

3 そば助成 1 5,870 そば（基幹作物） 排水対策、団地化等

4 野菜産地助成 1 8,240 キュウリ、トマト（ミニトマト、加工用トマトを含む）（基幹作物） 作付面積に応じて支援

5 飼料用米助成 1 4,210 飼料用米（一般品種・多収品種）（基幹作物） 側条施肥、疎植栽培等

6 飼料作物助成(二毛作) 2 5,870 飼料作物（イタリアンライグラス、グリーンミレット）（二毛作） 主食用米と飼料作物又は飼料作物同士の組み合わせによる二毛作の取組

7 そば助成(二毛作) 2 5,870 そば（二毛作） 戦略作物、そばとの組み合わせによる二毛作への取組等

8 わら利用(耕畜連携) 3 5,060 飼料用米の生産ほ場の稲わら（基幹作物） 利用供給協定の締結等

9 水田放牧(耕畜連携) 3 5,060 粗飼料作物等（基幹作物） 放牧の取組等

10 資源循環(耕畜連携) 3 5,060 WCS用稲（基幹作物）、粗飼料作物等（基幹作物） 資源循環、利用供給協定等

11 振興作物助成(A) 1 4,910
野菜（キュウリ、トマトを除く）、花き・花木

（対象となる作物は別紙のとおり）（基幹作物）
作付面積に応じて支援

11 振興作物助成(B） 1 3,250
野菜（キュウリ、トマトを除く）、花き・花木、果樹、

その他高収益作物
（対象となる作物は別紙のとおり）（基幹作物）

作付面積に応じて支援

12 新市場開拓用米助成 1 7,930 新市場開拓用米（基幹作物） 出荷・販売契約の締結、疎植栽培、団地化等

13
地力増進作物助成（地

域枠）
1 1,820 地力増進作物（基幹作物） 地力増進作物作付けし、すき込み等後、後作物の出荷、販売

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


